
令和７年１０月２２日

太田市長 穂 積 昌 信 様

（産業環境部産業政策課）

太田市指定管理者候補者審査委員会

委員長 大 澤 美 和 子

公の施設の指定管理者候補者の審査結果について（報告）

標記の件について、令和７年９月２日付け産政第３９８号で依頼のありました公募施設

の指定管理者候補者の審査を令和７年１０月１０日に行いましたが、その結果は下記のと

おりですので報告します。

記

１ 公の施設の名称

太田市浜町勤労会館

２ 審査結果

株式会社忍栄実を太田市浜町勤労会館の指定管理者候補者に選定することを適当と認

める。

３ 指定管理者候補者の審査経過及び審査結果の詳細

別紙のとおり



（別紙）

指定管理者候補者の審査経過及び審査結果

１ 公 の 施 設
名 称：太田市浜町勤労会館

所在地：太田市浜町６６番４９号

２ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間）

３ 申 請 者 株式会社忍栄実

４ 指 定 管 理 者

の 候 補 者

として適当と

認 め る 者

名 称：株式会社忍栄実

所在地：太田市福沢町１４３番地５

代表者：代表取締役 金井栄

５ 審 査 日 令和７年１０月１０日（金）

６ 審 査 方 法
担当部課長より事業概要の説明を受けたのち、申請者から説明を受け、

審査基準及び採点表により採点を行い、総合的に審査を行った。

７ 申 請 者 の

審 査 基 準

及 び 採 点 表

に よ る 得 点

合計得点５００点（６００点満点）

８ 審 査 経 過

及び審査結果

当該施設の指定管理者候補者の審査に当たっては、事業計画、収支計画等

について、選定基準に基づき審査を行った。

申請者は１者のみであり、申請者の事業計画、収支計画等について採点表

による得点が基準点（合計得点３００点）を超え、総合的に適当と認められ

ることから、申請者を当該施設の指定管理者候補者に選定することを適当

と認めた。

【選定理由】

・ 申請者は当該施設の現在の指定管理者であり、適切に施設の管理運営を

行っている。

【意見及び要望】

・ 施設の老朽化に伴い経年劣化による修繕も発生することから、引き続き

今後を見据えた修繕等の対応をしていただきたい。


